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（変更）「自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却に関する 

お知らせ」の一部変更に関するお知らせ 
 

平成25年６月５日付「自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」にお

いて公表いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、公表日以降の株価動向に伴い手取

金の使途の一部に変更があり、本日関東財務局長に有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたの

で、当該お知らせの関連箇所につきまして下記のとおり変更いたします。 

 

記 

 

変更箇所（変更部分は  罫） 

 

＜ご参考＞ 

３．調達資金の使途 

(１) 今回の調達資金の使途 

（変更前） 

 一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 22,509,775,000円については、全額を当

社グループの設備投資資金（最大で 26,640百万円）に充当し、残額が生じた場合には、平成 27年

３月までに当社の借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。 

当該設備投資については、4,589百万円を平成 27年３月までに当社暁工場における給湯器増産

設備の新設資金に、4,300 百万円を平成 27 年３月までに当社子会社上海林内有限公司における

給湯器増産設備の新設資金に、7,462 百万円を平成 27 年３月までに当社関西支社他の移転のた

めの設備投資資金に、残額を平成 28年３月までに当社グループにおける設備更新・生産合理化

を目的とする金型投資等に充当する予定であります。 

＜後略＞ 

 

（変更後） 

 一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 22,509,775,000円については、全額を当

社グループの設備投資資金（最大で 26,640百万円）に充当し、残額が生じた場合には、平成 27年

３月までに当社の借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。 

当該設備投資については、4,589百万円を平成 27年３月までに当社暁工場における給湯器増産

設備の新設資金に、4,300 百万円を平成 27 年３月までに当社子会社上海林内有限公司における

給湯器増産設備の新設資金に、3,000 百万円を平成 27 年３月までに当社関西支社他の移転のた

めの設備投資資金の一部に、残額を平成 28年３月までに当社グループにおける設備更新・生産

合理化を目的とする金型投資等に充当する予定であります。 

＜後略＞ 

以 上 


